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※参加料には、別途消費税がかかります。
※銀行振込の手数料は貴団体にてご負担ください。

2020 年 2月 6日（木）
2月 7日（金）

※宿泊料は変更になる場合がございます。
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拝啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
　本会事業には、平素より格別のご支援・ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、所有者不明土地は、近年ますます増加の一途を辿っております。今後も続くと想定される人口減少
や高齢化に伴う空き家・土地の相続登記未了など、各自治体では様々な問題が山積みになっており、所有者
の特定にも膨大な処理や時間を要します。また、これらは公共事業における用地取得などの大きな弊害の要因
となっています。
　そこで本セミナーでは平成 30 年 6 月に施行された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置
法」などの新たな法律の解説や既存の登記制度にて存在する処理困難な登記手続きについて分かりやすく
解説いたします。
　時節柄公務ご多忙の折とは存じますが、この機会に関係各位多数の積極的なご参加をおすすめ申しあげ
ます。

所 有 者 不 明 土 地 と 困 難 な
登記手続きをめぐる法律実務



2020. 2／6～7

近畿司法書士会連合会副理事長、日本司法書士会連合

会副会長、法テラス大阪副所長、京都産業大学講師、

近畿大学大学院非常勤講師、大阪家庭裁判所家事調停

委員・参与員等

「建物明渡事件の実務と書式」・「Ｑ＆Ａ　ＬＬＰの設立

と実務」・「Ｑ＆Ａ　誰も書かなかった！事業用借地権

のすべて　全訂三版」・「Ｑ＆Ａ　中小企業・事業承継

のすべて」・「離婚調停・遺産分割調停の実務」

（原）

（4.5）

レ

司法書士・行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士等

「所有者不明土地と困難な登記手続きをめぐる法律実務」参加申込書（3924）

29，000円
32，000円 　※別途消費税が（　 かかります　 ）

１. 所有者不明土地の利用の円滑等に関する
      特別措置法

○公共事業における収用手続の合理化・円
滑化

○地域福利増進事業の創設
○土地所有者探索のために必要な公的情報

の利用
○長期相続登記等未了土地である旨等の登

記制度の創設
○所有者不明土地の適切な管理のための財

産管理人制度の創設

２. 表題部所有者不明土地の登記及び管理
      の適正化に関する法律

○表題部所有者不明土地の定義
○登記官の所有者探索調査権限
○所有者等探索委員制度の創設
○探索結果についての不動産登記法の特例

の創設
○表題部所有者不明土地管理者制度の創設

３. 相続登記
○法定相続情報証明制度
○法定相続登記
○遺産分割協議
○相続分譲渡と相続分放棄
○相続放棄と民法第９０３条

４. 相続財産管理制度と不在者財産管理制度
○相続財産管理制度

　・相続財産
　・相続財産管理人
　・遺産管理者
○不在者財産管理制度
　・不在者財産管理人

５. 休眠抵当権等の抹消
○除権決定
○被担保債権消滅情報提供
○金銭供託
○判決

６. 附随的登記手続
○登記名義人表示変更更正登記
○代位登記

７. 所有権法制及び登記制度の改正
○所有権法制
○登記制度


